
 
 

第３号様式 

 

入 札 心 得 書 
                                        

第１ 入札参加者は、千葉県県有財産の売払いに伴う一般競争入札に当たって、物件資料により現

地を必ず確認し、県有財産売払公告書、本心得書及び契約書案の記載事項を熟読のうえ、入札し

てください。 

 

第２ 現物と公告数量が符合しない場合でもこれを理由として契約の締結を拒むことはできません。 

 
第３ 一般競争入札に必要な資格は次のいずれも該当しない者とします。 

（１） 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下｢施行令｣という。）第１６７条の４

第１項各号の規定に該当する者 

（２） 施行令第１６７条の４第２項各号の規定に該当する者と認められたときから３年（３年

以内の期間を定めたときはその期間）を経過しない者 

（３） 公有財産に関する事務に従事する職員で、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２

３８条の３の規定に該当する者 

（４） 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号。以下「暴対

法」という。）第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）又は暴対

法第２条第２号に規定する暴力団（以下「暴力団」という。）若しくは暴力団員と密接な

関係を有する者 

なお、暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者とは次のいずれか

に該当する者をいう。 

ア 当該入札物件を暴力団の事務所その他これに類するものの用に供しようとする者 

イ 次のいずれかに該当する者 

（ア） 法人等（個人、法人又は団体をいう。）の役員等（個人である場合はその者、法

人である場合は役員又は支店若しくは営業所の代表者、団体である場合は代表者、

理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下「役員等」という。）

が暴力団員である者 

（イ） 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害

を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしている者 

（ウ） 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与する

など直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している

者 

（エ） 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者 

（オ） 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するな

どしている者 
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ウ ア又はイの依頼を受けて入札に参加しようとする者 

 

第４ 入札参加者は、入札申込みをする前に、見積もった入札金額の１００分の５以上の金額を入

札保証金として千葉県指定金融機関（千葉銀行）等に、千葉県財務規則第４７条に規定する納付

書兼領収書により納めなければなりません。 

なお、共有で参加される場合は、共有者のうちお一人が代表して納入してください。 

また、次の注意事項に従ってください。 

（１） 入札保証金の納入後は、その取消しまたは変更はできません。 

（２） １通の納付書兼領収書で複数物件の入札保証金を納入することはできません。 

（３） 納付書兼領収書、入札参加申込書（兼）入札保証金提出書には必ず入札に参加する 

物件の物件番号を記載してください。 

 

第５ 入札参加者は、入札期間中に公告で指定された場所に、下記の書類を郵送（但し、簡易書留

郵便で行うこと。）または、持参にて、提出してください。 

（１） 入札参加申込書（兼）入札保証金提出書 

注：上記第４で納入した入札保証金の千葉県指定金融機関等の領収印が押印されている

納付書兼領収書の第１枚目を、入札参加申込書（兼）入札保証金提出書第２枚目に

貼付すること。 

（２） 委任状（代理人により入札する場合） 

（３） 誓約書 

（４） 印鑑証明書（発行日から３か月以内） 

（５） 入札書 

注：入札者の住所、氏名（法人又は団体にあっては商号名称及び代表者職氏名）を記

入のうえ、印鑑証明書と同一の印鑑（委任状の受任者にあっては委任状に押印さ

れた受任者の印鑑）を押印すること。 
 
第６ 入札保証金は、落札者の決定後、落札者を除き、速やかに入札参加申込書（兼）入札保証金

提出書に記載の返還先口座（納付者名義（法人又は団体にあっては、当該法人又は団体名義を含

む。）のものに限る。）に還付します。 
なお、落札者の入札保証金は売買契約を締結したときに契約保証金の全部または一部に充当し

ますが、契約保証金を全額納入する場合は入札保証金の還付を受けることができます。 

 

第７ 入札参加者は、入札期間中に公告で指定された場所に、所定の入札書のみを「入札書提出用

封筒」（水色）に入れて封をし、「県有財産一般競争入札参加申込書等封筒」（茶色）に同封し、

入札してください。 

 

第８ 提出済みの入札書は、その事由のいかんにかかわらず書換え、引換え又は撤回をすることが

できません。 
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第９ 暴対法及び千葉県暴力団排除条例（平成２３年３月１８日条例第４号）の目的を達成するた

め、提出された書類は、千葉県警察本部に提供し、確認を行うことがあります。 

 

第10 次の各号の一に該当する入札は無効とします。 

（１） 入札に参加する資格がない者が行ったもの 

（２） 入札参加申込書（兼）入札保証金提出書を提出していない者が行ったもの 

（３） 入札保証金を納入しない者又は入札保証金が入札金額の１００分の５以上の額に達しな

い者が行ったもの 

（４） １人で同一物件に２通以上の入札書を提出した場合はその全部の入札 

（５） 入札書に記載した金額を訂正しているもの 

（６） 入札書の入札金額、氏名（法人又は団体にあっては商号名称及び代表者職氏名）の確認

しがたいもの、押印のないもの、鉛筆書きのもの、その他主要な事項が識別しがたいもの 

（７） 入札に当たり他人を脅迫し、その他不正の行為があった者が行ったもの 

（８） 公告又は本心得書に記載された事項に違反した入札 

（９） 最低売却価格に達しない金額での入札 

（10） 代理人により入札する場合、入札書に入札者並びに代理人の住所、氏名（法人又は団体

にあっては商号名称及び代表者職氏名）の記入及び代理人の押印のないもの 

（11） 入札関係提出書類に虚偽の記載があるもの 

 

第11 開札は、公告で指定された場所において、県の指定した入札事務に関係のない職員を立ち会

わせて行います。また、開札時刻を過ぎた後、入室はできません。 

なお、入札参加者等入札関係者の出席は自由とし、開札会場への入場に際し、入札関係者であ

ることを確認します。 

 

第12 入札の回数は１回とし、再度入札は行いません。 

 

第13 開札の結果、入札金額が入札保証金から算出される入札限度額の範囲内であり、かつ県の予

定価格（最低売却価格）以上の最高の価格の入札をした者を落札者とします。 

落札者となるべき同価格の入札者が２人以上ある場合は、くじ引きにより落札者を決定します。

この場合において、くじを引かない者があるときは、県の指定した開札事務に関係のない職員が

くじを引きます。 

 

第14 開札の結果については、入札者に速やかに文書をもって通知します。なお、開札結果につい

ては、落札者が決定した後、県ホームページで入札者数、落札者の名称、住所及び落札金額を公表

します。ただし、落札者が個人の場合、入札者数以外は非公表とします。 
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第15 落札者が、落札決定の日（議会の議決を要する契約については議決の日）の翌日から起算し

て４２日以内に売買契約を締結しない場合、又は、落札者が、本心得書第３に定める入札参加者の

資格を有さない者であることが判明した場合は、その落札は失効となり、落札者が納入した入札保

証金は県に帰属することになります。 

 

第16 落札者は、売買契約の際、契約保証金として契約金額の１００分の１０以上（円未満切上げ）

の金額を納めるか、又は千葉県財務規則第９９条第３項に定める国債証券、地方債証券、その他確

実と認められる担保を提供（以下、「国債証券等」という。）しなければなりません。 

 

第17 売買契約後、県は、落札者に対して、「契約保証金の売買代金への充当申請書」と売買代金

から契約保証金を除いた金額（契約保証金を国債証券等で提供した場合は、売買代金全額）を記載

した「納入通知書」を送付します。落札者は、県が通知する「納入通知書」に記載された日までに

代金を納めなければなりません。 

 

第18 落札者が前項の金額を納入し、県に「契約保証金の売買代金への充当申請書」を提出したと

き、県は、契約保証金（現金で納付した場合に限る。）を売買代金の一部に充当します。ただし、

県が本契約を解除した場合は、契約保証金は県に帰属することになります。 

 

第19 本心得書に定めのない事項は、すべて地方自治法、同法施行令、千葉県財務規則及び千葉県

公有財産管理規則の定めるところによって処理します。 
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